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北九州市告示第３７０号 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下

「法」という。）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２８年

度決算における北九州市の健全化判断比率及び資金不足比率について公表する

。 

  平成２９年９月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 健全化判断比率（平成２８年度決算） 

（単位：％） 

区分 健全化判断比率 早期健全化基準 

実質赤字比率 － 11.25 

連結実質赤字比率 － 16.25 

実質公債費比率 13.7 25.0 

将来負担比率 187.9 400.0 

 備考 

  （１） 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載した   

   。 

  （２） この表において「早期健全化基準」とは、法第２条第５号に規定

する早期健全化基準をいう。

２ 資金不足比率（平成２８年度決算） 

（単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

食肉センター特別会計 － 

20.0 

卸売市場特別会計 － 

渡船特別会計 － 

港湾整備特別会計 － 

産業用地整備特別会計 － 

廃棄物発電特別会計 － 

漁業集落排水特別会計 － 

空港関連用地整備特別会計 － 

学術研究都市土地区画整理特別会計 － 

市民太陽光発電所特別会計 － 

上水道事業会計 － 

工業用水道事業会計 － 

交通事業会計 － 

病院事業会計 － 

下水道事業会計 － 

備考 
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  （１） 資金不足額がない場合は、「－」を記載した。 

  （２） この表において「経営健全化基準」とは、法第２３条第１項に規

定する経営健全化基準をいう。 
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北九州市公告第６２４号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項の規定による

認定をしたので、同条第６項の規定により、次のとおり公告する。 

平成２９年９月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請者氏名 

独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 西周健一郎 

社会福祉法人菅生会 理事長 山家 滋 

医療法人徳力団地診療所 院長 山家 滋 

２ 認定に係る対象区域の位置 

北九州市小倉南区徳力団地１番、２番、３番、４番１０５、４番１０７、

５番１０１、５番１０２、５番１０３、５番１０４、５番１０５、５番１０

６、５番１０７、５番１０８、６番、７番１及び８番 

３ 認定年月日 

平成２９年８月２５日
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北九州市公告第６２５号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２
２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。
以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２９年９月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び数量 防火衣 一式

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

履行期限 平成３０年２月２８日

納入場所 市の指定する場所

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績

平成２７年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下

「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指名

の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで

及び午後１時から午後４時３０分まで

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から平成２９年９月１２日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

平成２９年９月２０日から同月２９日まで（注２）の午前９時から午後７時まで及び同年１０月２日午前

９時から午後２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成２９年１０月２日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する

契約保証金
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３

号のいずれかに該当する場合は、免除する。

入札方法

総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

０分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積っ

た金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行ったも

のを落札者とする。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書の交付は、第３項に示す日時及び場所において無償で行う。また、北九州

市技術監理局契約部ホームページに掲載する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登録

を完了していること。

（５） この公告に関する問い合わせ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２

０１７）とする

注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項

に規定する有資格者名簿をいう。

注２ この公告第３項、第４項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市上下水道局告示第３４号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成２９年９月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｗ－０５５ 九州東英株

式会社 

衛藤仁秀 北九州市若松区高

須北二丁目９番３

８号 

平成２９年

９月１日 
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北九州市選挙管理委員会告示第２１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  平成２９年９月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万６，１０１人 

２ 地方自治法第７６条第 1 項（議会の解散の請求）、第８１条第 1 項（市長

の解職の請求）及び第８６条第 1 項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数 

  ２０万６２６人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万８，６０５人 

  小倉北区 ５万６８５人 

  小倉南区 ５万８，８４２人 

  若松区  ２万３，２８１人 

  八幡東区 １万９，４５４人 

  八幡西区 ７万９０４人 

  戸畑区  １万６，５６７人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項
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（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置

協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万４，１６８人 
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正誤表

年 号 頁 訂正の箇所 正 誤

平成２９年 第４０１２号 １８ ７ 入札及び

契約に関する

条件の最低制

限価格の項中

設けない。 設ける。
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